
ち
ょ
っ
と
お
得
な
マ
ネ
ー
＆
ラ
イ
フ
入
門

第
156
回

毎
年
年
末
に
発
表
さ
れ
る
税
制
改
正
大
綱
が
令
和
７
年
も
年
末
に
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
は
そ
ち
ら
を
確
認
し
て
み
ま
す
。

令
和
８
年
度
の
税
制
改
正
大
綱
を

確
認
し
ま
し
ょ
う
！

税
制
改
正
大
綱
と
は
？

　
税
制
改
正
大
綱
と
は
、
翌
年
度
の

税
制
改
正
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

　
毎
年
１２
月
頃
に
発
表
さ
れ
ま
す
。

　
年
明
け
に
そ
の
法
案
が
議
論
さ
れ
、

賃
上
げ
税
制
の
縮
小
と
廃
止

　
令
和
６
年
度
の
税
制
改
正
に
お
い

て
賃
上
げ
促
進
税
制
が
強
化
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
一
方
、
足
元
で
は
賃
金

岩田 まり子
Mariko Iwata

大阪シティ信用金庫提携の（株）ライオン橋
パートナーズ代表取締役。大阪商工会議所
セミナー講師などを務める。

税制改正大綱って？

上
昇
率
が
バ
ブ
ル
期
以
来
の
水
準
と

な
る
高
い
伸
び
と
な
っ
て
お
り
、
当

時
の
税
制
改
正
時
と
様
変
わ
り
し
て

い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
令
和
８
年
３
月
３１
日

を
も
っ
て
大
企
業
向
け
は
廃
止
予
定
、

中
小
企
業
等
向
け
は
縮
小
の
う
え
、

令
和
９
年
３
月
３１
日
に
廃
止
が
予
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

イ
ン
ボ
イ
ス
３
割
特
例
の
新
設

　
2
0
2
5
年
12
月
号
の
マ
ネ
ー

＆
ラ
イ
フ
で
も
紹
介
し
ま
し
た
が
、

イ
ン
ボ
イ
ス
の
２
割
特
例
と
い
う
計

算
方
法
は
令
和
８
年
９
月
３０
日
を
含

む
課
税
期
間
で
終
了
の
予
定
で
し
た
。

　
し
か
し
、
税
制
改
正
大
綱
で
個
人

事
業
主
に
限
っ
て
、
令
和
８
年
１０
月

３
月
頃
に
可
決
、
４
月
１
日
か
ら
施

行
と
い
う
流
れ
が
一
般
的
で
す
。

　
税
制
改
正
大
綱
そ
の
ま
ま
の
内
容

で
決
ま
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
あ

く
ま
で
も
案
で
す
の
で
、
そ
の
年
度

の
施
行
に
な
ら
な
い
も
の
も
あ
り
ま

す
。

　
税
制
改
正
大
綱
に
あ
が
っ
て
き
た

項
目
は
そ
の
年
度
で
は
な
く
と
も
改

正
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
で
す
。

　
税
制
改
正
大
綱
の
一
部
を
確
認
し

て
み
ま
し
ょ
う
。

れ
て
い
ま

し
た
が
、

所
得
金
額

別
の
恒
久

的
な
改
正

が
入
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

②�

中
小
企
業
等
の
減
価
償
却
資
産
の

損
金
算
入
特
例
額
の
引
き
上
げ

　
中
小
企
業
等
に
お
い
て
、
今
ま
で

取
得
価
額
が
３０
万
円
未
満
の
減
価
償

却
資
産
に
つ
い
て
は
損
金
算
入
が
認

め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
３０
万

円
未
満
が
４０
万
円
未
満
に
引
き
上
げ

ら
れ
る
予
定
で
す
。

③�

食
事
支
給（
食
事
補
助
）の
非
課

税
限
度
額
の
引
き
上
げ

　
使
用
者
か
ら
の
食
事
の
支
給
に
よ

り
受
け
る
経
済
的
利
益
に
つ
い
て
、

所
得
税
が
非
課
税
と
さ
れ
る
当
該
食

事
の
支
給
に
か
か
る
使
用
者
の
負
担

額
の
上
限
が
、
現
行
の
月
額
３
５
０

０
円
か
ら
月
額
７
５
０
０
円
に
引
き

上
げ
の
予
定
で
す
。

　
同
時
に
深
夜
勤
務
に
伴
う
夜
食
の

現
物
支
給
に
代
え
て
支
給
す
る
金
銭

に
つ
い
て
も
１
回
あ
た
り
の
支
給
額

を
現
行
の
３
０
０
円
以
下
か
ら
６
５

０
円
以
下
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
予
定

で
す
。

最
後
に
…　

　
税
制
改
正
大
綱
は
こ
の
ほ
か
、
た

く
さ
ん
の
項
目
に
つ
い
て
言
及
さ
れ

て
い
ま
す
。
今
回
記
載
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
一
部
に
つ
い
て
も
あ
く
ま
で

予
定
の
段
階
で
す
。

　
ど
の
企
業
に
お
い
て
も
何
か
し
ら

の
変
更
が
生
じ
て
く
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
の
で
、
変
更
内
容
と
変
更
時

期
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　
正
式
に
決
定
し
ま
し
た
ら
本
コ
ー

ナ
ー
で
も
改
め
て
紹
介
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

１
日
以
降
令
和
１０
年
９
月
３０
日
を
含

む
課
税
期
間
ま
で
３
割
特
例
が
新
設

さ
れ
る
可
能
性
が
出
て
き
ま
し
た
。

　
こ
れ
が
成
立
す
る
と
個
人
事
業
主

と
法
人
と
で
計
算
方
法
が
変
わ
る
と

い
う
特
殊
な
状
況
が
生
ま
れ
ま
す
。

事
業
承
継
税
制（
特
例
措
置
）の
適

用
に
か
か
る
特
例
承
継
計
画
の
提
出

期
限
の
延
長

　
現
状
、
事
業
承
継
税
制
の
特
例
承

継
計
画
の
提
出
期
限
が
令
和
８
年
３

月
３１
日
ま
で
で
し
た
。

　
税
制
改
正
大
綱
で
は
、
提
出
期
限

を
令
和
９
年
９
月
３０
日
ま
で
延
長
す

る
案
が
出
て
い
ま
す
。

　
特
例
承
継
計
画
と
は
、
事
業
承
継

税
制（
特
例
措
置
）を
適
用
す
る
た

め
に
事
前
提
出
す
る
も
の
で
す
。

　
税
制
改
正
大
綱
で
は
、
提
出
期
限

の
延
長
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

事
業
承
継
税
制（
特
例
措
置
）を
適

用
す
る
た
め
の
贈
与
税
や
相
続
税
の

納
税
猶
予
期
限
は
、
従
来
ど
お
り
の

令
和
９
年
１２
月
３１
日
の
ま
ま
で
あ
る

こ
と
に
留
意
が
必
要
で
す
。

教
育
資
金
一
括
贈
与
の
終
了

　
教
育
資
金
の

一
括
贈
与
に
係

る
贈
与
税
の
非

課
税
措
置
に
つ

い
て
は
、
こ
れ

ま
で
の
実
態
や

教
育
費
の
無
償
化
等
の
流
れ
も
あ
り
、

令
和
８
年
３
月
３１
日
を
も
っ
て
終
了

と
な
る
予
定
で
す
。

暗
号
資
産
の
分
離
課
税
化

　

暗
号
資
産

に
係
る
課
税

に
つ
い
て
は

健
全
な
取
引

環
境
の
構
築

に
向
け
た
法
整
備
等
の
対
応
を
前
提

に
分
離
課
税
の
対
象
と
な
り
、
３
年

間
の
繰
越
控
除
制
度
も
創
設
さ
れ
る

予
定
で
す
。

物
価
高
対
応
の
改
正

①
基
礎
控
除
等
の
改
正

　
令
和
７
年
と
令
和
８
年
の
み
限
定

的
に
基
礎
控
除
等
の
引
き
上
げ
が
さ

国会で審議国会で審議
される税制案！される税制案！

食事支給の経済的利益の
所得税の非課税額
の引き上げ など
気になるものが！

今年度
施行予定のものを

税制改正大綱っ
て何ですか？

中小企業等の減価
償却資産損金算入
特例の引き上げ

事前に確認
　しておき
　　ましょう！

今年度は・・・今年度は・・・
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